
・大会参加を認める条件

※必要な資格等含む

・大会参加した場合に守るべき条件

・大会参加を認めない場合

（追記事項）

（１）（公財）日本水泳連盟に団体登録および選手個人登録が完了していること。

（２）（一社）埼玉県水泳連盟および（一社）埼玉県水泳連盟ジュニア委員会に団

体登録が完了していること。

（３）指導者は基礎水泳指導員もしくは水泳教師以上の保有を必須とする。代表

者、コーチの内、最低１名の保有を必須とする。

（４）学校総合体育大会参加については、必ず郡市予選会を経由する。クラブチー

ムの所在地もしくは主な活動拠点となる郡市の予選会に参加する。なお予選会・記

録会の出場については１回とする。

（５）県大会において１クラブチームにつき最低１名の競技役員をつけること

※クラブからの選手の参加人数により競技役員の人数を定める。

※競技役員と引率の兼任は可能。

※郡市予選会においては、各郡市の要請に応じて、必ず競技役員の協力をするこ

と。

※競技役員は（公財）日本水泳連盟公認競泳競技C級審判員以上を所有しているこ

と。

（６）クラブチームでの保護者引率による参加は認めない。

・どこからの大会参加になるか

（県大会・支部大会）
学校総合体育大会は支部大会。新人戦は県大会から。
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